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告 示 

 

島根県告示第109号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、益田市土地改良区の定款変更を令和８年２月20日付

けで認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年３月３日 

島根県知事 丸 山 達 也   

 

 

島根県告示第110号 

 次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。 

  令和８年３月３日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 解除予定保安林の所在場所 

  浜田市上府町イ2196－９ 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の崩壊の防備 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

 

公 告 

 

農地法（昭和27年法律第229号）第41条第１項の規定により、農地中間管理機構から農地を利用する権利の設定に関し

裁定の申請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第38条第１項の規定により公告する。 

令和８年３月３日 

島根県知事 丸 山 達 也 

１ 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積 

所在及び地番 地目 面積（平方メートル） 

出雲市東福町511番 田 1,064 

２ 申請に係る農地の利用の現況 

管理者が不在 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。 

４ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

農地を利用する権利の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額（円） 

令和８年４月１日 権利の始期から令和18年12月31日まで 58,520 

５ 意見書の提出 

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

⑴ 提出期限 

令和８年３月17日 

⑵ 提出先 
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島根県農林水産部農業経営課 

⑶ 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏

名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見の趣旨及びその理由 

カ その他参考となるべき事項 

 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、次の公共測量は、令和８年

１月30日に終了した旨島根県知事から通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

告する。 

令和８年３月３日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和７年11月10日から令和８年１月30日まで 

３ 作業地域 

益田市柏原町地内から愛栄町地内まで 

 

 

建築士法（昭和25年法律第202号。以下「法」という。）第13条の規定により令和８年二級建築士試験及び木造建築士

試験を次のとおり実施するので、建築士法施行細則（昭和25年島根県規則第111号）第16条の規定により公告する。 

なお、試験の実施に関する事務は、法第15条の６第１項の規定により島根県指定試験機関である公益財団法人建築技術

教育普及センター（以下「センター」という。）が行う。 

  令和８年３月３日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 試験期日及び時間 

⑴ 二級建築士試験 

ア 「学科の試験」   令和８年７月５日（日）午前10時15分から午後５時20分まで 

イ 「設計製図の試験」 令和８年９月13日（日）午前11時から午後４時まで 

⑵ 木造建築士試験 

ア 「学科の試験」   令和８年７月26日（日）午前10時15分から午後５時20分まで 

イ 「設計製図の試験」 令和８年10月11日（日）午前11時から午後４時まで 

２ 試験地及び試験場 

⑴ 二級建築士試験 

ア 「学科の試験」   松江市 松江テルサ 松江市朝日町478－18 

イ 「設計製図の試験」 松江市 くにびきメッセ 松江市学園南１丁目２－１ 
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⑵ 木造建築士試験 

ア 「学科の試験」   松江市 松江テルサ 松江市朝日町478－18 

イ 「設計製図の試験」 松江市 くにびきメッセ 松江市学園南１丁目２－１ 

３ 受験申込手続 

原則として、インターネットにより受験申込みを行うものとする。 

⑴ 受付期間及び受付時間 

令和８年４月１日（水）午前10時から同月14日（火）午後４時まで 

⑵ 受験申込方法 

センターのホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力し申し込むこと。 

なお、インターネットによる受験申込みができない正当な理由がある場合には、令和８年４月７日（火）までにセ

ンター本部（050－3645－8422）に申し出ること。 

４ 「学科の試験」の免除の申請 

「学科の試験」の免除の申請は、令和４年以降の「学科の試験」に合格した者のうち、合格年から令和７年までの

「設計製図の試験」の受験回数が２回以内の者に限り行うことができる。免除の申請に当たっては、令和４年から令和

７年までのいずれかの年の試験（他の都道府県が行ったものを含む。）の受験番号を入力して行うこと。 

５ 受験票の交付 

「学科の試験」の受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）は令和８年６月19日（金）頃から、「設計製図の試

験」の受験票のうち、二級建築士試験に係るものは同年８月24日（月）頃から、木造建築士試験に係るものは同年９月

24日（木）頃から受験有資格者にインターネットにより交付する。 

なお、インターネットによる受付ができなかった者については、「学科の試験」の受験票は令和８年６月19日（金）

頃から、「設計製図の試験」の受験票のうち、二級建築士試験に係るものは同年８月24日（月）頃から、木造建築士試

験に係るものは同年９月24日（木）頃から受験有資格者に郵送により交付する。 

６ 合格者の発表及び合否の通知 

合格者の発表日は次のとおりとし、合格者には合格した旨を、不合格者には不合格の旨及び成績をインターネットに

より通知する。 

⑴ 二級建築士試験 

ア 「学科の試験」   令和８年８月24日（月）（予定） 

イ 「設計製図の試験」 令和８年12月３日（木）（予定） 

⑵ 木造建築士試験 

ア 「学科の試験」   令和８年８月24日（月）（予定） 

イ 「設計製図の試験」 令和８年12月３日（木）（予定） 

７ 合格判定基準の公表 

合格者の発表の際に、３の⑵のセンターのホームページに公表する。 

８ その他 

⑴ 「設計製図の試験」の課題については、二級建築士試験の課題は令和８年６月24日（水）頃から、木造建築士試験

の課題は同年７月８日（水）頃から３の⑵のセンターのホームページにおいて公表する。 

⑵ 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその旨を申し出

ること。 

 

収 用 委 員 会 告 示 

 

島根県収用委員会告示第１号 

https://www.jaeic.or.jp/
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 土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、次のとおり収用及び使用の裁決手続の開始を決定した

ので告示する。 

  令和８年３月３日 

島根県収用委員会会長 野 島 和 朋   

１ 起業者の名称 

  国土交通大臣 

２ 事業の種類 

一級河川江の川水系江の川及び田津谷川改修工事（川越堤防）並びにこれに伴う県道及び市道付替工事 

３ 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目、地積等 

  土地の所在 島根県江津市桜江町川越 

 （単位：㎡） 

４ 土地所有者の氏名及び住所 

不明 ただし、島根県江津市桜江町川越743番地 大屋 治子 

  又は土地登記名義人（亡）山田 昭登 相続人 

   島根県江津市桜江町田津447番地 山田 裕司 

  又は東京都千代田区霞が関３－１－１ 財務省 

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 

賃借権者 

地 番
 

地 目 地 積 
収用しようとす

る土地の面積 

使用しようとす

る土地の面積 
公 簿 現 況 公 簿 実 測 

不明。ただ

し 、 681 番

１ 、 681 番

２ 、 682

番 、 683

番 、 684

番 、 731

番 、 732 番

１ 、 732 番

２ 、 823

番、道のそ

れぞれ一部

又は全部 

（681番１） 

田 

（681番２） 

宅地 

（682番） 

田 

（683番） 

田 

（684番） 

田 

（731番） 

原野 

（732番１） 

宅地 

（732番２） 

畑 

（823番） 

宅地 

（道） 

不明 

各筆の現況地

目は不明。た

だし、雑種地 

又は原野 

（681番１） 

325 

（681番２） 

76.16 

（682番） 

624 

（683番） 

981 

（684番） 

525 

（731番） 

188 

（732番１） 

300.82 

（732番２） 

105 

（823番） 

148.76 

（道） 

不明 

各筆の面積は

不明 

各筆の面積は不

明。ただし、 

（雑種地） 

331.12 

232.23 

（原野） 

0.11 

4.36 

各筆の面積は不

明。ただし、 

（雑種地） 

14.56 

2.82 

0.30 

（原野） 

3.12 

2.74 
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大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 

ＮＴＴ西日本株式会社 代表取締役社長 北村 亮太 

使用貸借権者 

   広島県広島市中区小町４番33号  

中国電力ネットワーク株式会社 代表取締役社長 長谷川 宏之 

広島県広島市中区大手町二丁目11番10号 

株式会社エネコム 取締役社長 岡部 恵二 

６ 裁決手続の開始を決定した年月日 

  令和８年２月19日 

 

正 誤 

 

令和７年４月４日付け島根県報第605号中に誤りがあったので、次のように訂正する。 

ページ 箇所 誤 正 

６ 島根県告示

第 218 号 の

表中 

－49,707.896 

 102,995.456 

－49,709.253 

 103,011.440 

－49,614.373 

 103,359.898 

－49,609.078 

 103,378.875 

－49,602.238 

 103,412.404 

 

－49,745.735 

 103,006.351 

－49,634.141 

 103,420.622 

－48,526.998 

 102,703.216 

－48,528.281 

 102,719.206 

－48,431.795 

 103,067.223 

－48,426.413 

 103,086.175 

－48,419.418 

 103,119.673 

 

－48,564.786 

 102,714.286 

－48,451.283 

 103,128.038 

    

 


